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５．意見交換

６．閉会

（配付資料）
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資料１ 令和５年度予算案の概要
（自動車事故対策勘定）について

令和５年１月１６日



2. 事故防止対策

自動車事故対策業務
予算の推移（単位:百万円）

○自動車アセスメント事業の充実

…自動車等の安全性能の評価・公表を行う自動車アセスメント事業について、新たな評価項目の設定のため、 「通信
を利用した衝突回避支援技術」 の評価に向けた調査を実施する等、一層充実した取組を推進する。

【(独)自動車事故対策機構運営費交付金】 令和５年度予算額（案）： 9,398百万円の内数

1. 被害者救済対策

○脊髄損傷に対応した療護施設の新設

重度の脊髄損傷者が受傷後、長期に渡って、継続的にリハビリを受けられる受け皿の整備が課題であるところ、受傷
後、長期に渡って、継続したリハビリを受けられる環境整備を推進し、事故による脊髄損傷者の社会復帰を促進する。

令和３年度 令和４年度 (a) 令和５年度 (案) (b) 増減額 （b-a） 増減倍率

14,423 14,709 20,012 5,303 1.36

【(独)自動車事故対策機構運営費交付金】 令和５年度予算額（案） ： 9,398百万円の内数

○被害者・遺族等団体の相談支援

深夜にも及び被害者・遺族等からの相談にボランティアで対応する被害者・遺族等団体への大きな負担が課題である
ところ、被害者・遺族団体による相談窓口の構築・継続を支援し、被害者等の精神的負担の軽減を促進する。

【被害者保護増進等事業費補助金（相談支援事業）】 令和５年度予算額（案）： 180百万円

○介護者なき後を見据えた対策の充実

グループホーム、居宅介護事業所の開業準備に係る経費等のイニシャルコストの負担が大きく自己資金の確保が困難
であることや介護者なき後に至る前からの自宅以外（施設等）の利用経験の確保等が課題であるところ、新規開設や
介護人材の確保等を支援することにより、生活の場の確保を推進するとともに、短期入院・入所の利用を促進する。

【被害者保護増進等事業費補助金】 令和５年度予算額（案） ： 1,064百万円

○事故被害者へのアウトリーチ、ユーザー理解促進

被害者等支援の認知度の向上や自賠法改正に伴う賦課金の使途拡大に係るユーザー理解促進が課題であるところ、
事故被害者への被害者等支援制度の周知、賦課金の使途拡大に係るユーザーの理解を促進する。

【被害者保護増進等事業委託費】 令和５年度予算額（案）： 675百万円



被害者等支援対策の充実・強化① ～様々な事故被害の形に寄り添った支援の充実～

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/siry
ou/20220124/03.pdf

 入院患者のリハビリ環境のさらなる改善
 進む老朽化への対策、盤石な感染症

対策等新たなニーズへの適切な対応

 重度の脊髄損傷者が受傷後、
長期にわたって、継続的にリハ
ビリを受けられる受け皿の整備

 高次脳機能障害の早期発見
 高次脳機能障害に合わせた

地元での社会復帰

 深夜にも及ぶ被害者・遺族等からの
相談にボランティアで対応する被害
者・遺族等団体への大きな負担

拡充

拡充

新規

新規

拡充 予算額：9,660百万円の内数



被害者等支援対策の充実・強化② ～介護料の支給・介護者なき後対策・周知等～

 日常生活において抱える経済的負担の軽減が必要

 グループホーム、居宅介護事業所を開設する場合、開業準備に係る
経費（人材確保に係る経費や介護機器等の導入等に要する経費）等
のイニシャルコストの負担が大きく自己資金の確保が困難

 介護人材の確保が困難
 介護者なき後に至る前からの自宅以外（施設等）の利用経験の確保

※特Ⅰ種 :Ⅰ種のうち、自力による移動や摂食ができない等
の症状があるもの。

Ⅰ種 : 脳損傷、脊髄損傷及び胸腹部臓器損傷で常時
介護を要するもの。

Ⅱ種 : 脳損傷、脊髄損傷及び胸腹部臓器損傷で随時
介護を要するもの。

・ 特Ⅰ種 ： 月額 85,310円～211,530円
・ Ⅰ種 ： 月額 72,990円～166,950円
・ Ⅱ種 ： 月額 36,500円～ 83,480円

介護用ベッド、消耗品（紙おむつ、導尿カテーテル等） 等

ホームヘルプ、訪問入浴、訪問看護 等

 被害者等支援の認知度の向上
 自賠法改正に伴う賦課金の使途拡大に係る

ユーザー理解促進

拡充

拡充

新規

拡充 予算額：5,925百万円



自動車事故発生防止事業の充実・強化③
～自動車運送事業の安全総合対策事業、自動車アセスメント事業等～

拡充

拡充

新規 拡充

拡充

予算額：12,477百万円の内数







一般会計から自動車安全特別会計への繰戻し



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料２ 賦課金額の考え方について

令和５年1月16日
自動車局

第12回今後の自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会
資料２



制度改正後の財源構成の割合（繰戻し・賦課金・積立金取崩し）

財源構成の割合

一般会計からの
繰戻し

（５４億円＋α）

賦課金
（約１００億円）

積立金の取崩し
（約４５億円）

○ 積立金は一定期間は歳出の一部に充てて、負担の抑制を図りつつ、この水準をできる限り長期間維持する。
○ 将来、運用状況の大幅改善等の環境変化が生じた場合は、賦課金水準の引下げを図るなど、ユーザー負担軽減を行う。

これまでの議論及び改正自賠法附帯決議のポイント

積立金の取崩しペースと自動車ユーザーの
負担を勘案

事故被害者の介護環境を確保する必要性、
自動車技術の進展を考慮し、高齢者人口が
最大になる等、社会の大きな転換点となる
2040年頃をターゲットとして設定

不測の事態が発生した場合に対応するため
必要な規模の積立金を確保できるように財源
構成のバランスを考慮して積立金を取崩し

1

1台当たりの平均的
な年間賦課金額 125円程度



グループ３

グループ２

グループ１ タクシー トラック バス

新たな賦課金額について

１５０円

１２５円
（基準額）

１００円

自家用乗用車 軽自動車

バイク

緊急自動車（パトカー、消防車等）

・ 前回までの議論で、車種別の保険料を一定程度勘案しつつ、負担額について３グループに分類。
・ 大多数（全契約台数の約４分の３）を占める自家用乗用車（普通、軽）保険料を基準として、車種毎の保険料
の差や、平均的な負担を年間１台125円とすることを勘案し、車種グループを区分。
・ 自家用乗用車より保険料が一定程度高い車種グループ（タクシーなど）には、150円、低い車種グループ
（原付など）には100円の賦課金を設定

考え方について

原付

2



新たな自賠責保険料について

3

○ 1月13日、金融庁の自賠責審議会において、Ｒ５年度以降の保険料は自賠責保険の収入と支出が見合う料率水準とする
ことが適当であるとされ、全車種平均で引き下げの方向性が示された

○ 自賠責審議会の議論を踏まえ届出される料率には、賦課金の変更が反映される

Ｒ５年度以降の自賠責保険料について

【参考】第１４５回自賠責保険審議会資料（資料１「令和４年度料率検証結果について」より抜粋）
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